
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

医

薬

安

全

課

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

○

ふ

化

業

者

の

登

録

畜

産

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

種

畜

証

明

書

の

書

換

交

付

畜

産

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

道

路

の

位

置

の

指

定

〃

岡

山

県

公

報

平成２８年１月２２日 第１１７５４号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
五
号

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う

）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
を
次
の
と
お
り

。

指
定
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

－
－

－
－

－

１

二

（
二
・
五

ジ
メ
ト
キ
シ

四

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
（
通
称
名
二
Ｃ

Ｄ
）
及
び
そ
の
塩
類

２

二

｛

ビ
ス
（
四

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
メ
チ
ル
］
ス
ル
フ
ィ
ニ
ル
｝

Ｎ

メ
チ
ル
ア

－
－

－
－

［

セ
ト
ア
ミ
ド
（
通
称
名
Ｍ
ｏ
ｄ
ａ
ｆ
ｉ
ｅ
ｎ
ｄ
ｚ
）
及
び
そ
の
塩
類

３

一

メ
ト
キ
シ

三
・
三

ジ
メ
チ
ル

一

オ
キ
ソ
ブ
タ
ン

二

イ
ル
＝
一

（
シ
ク
ロ

－
－

－
－

－
－

－
－

ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル
）

一
Ｈ

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル

三

カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
（
通
称
名
Ｍ
Ｏ

Ｃ

－
－

－
－

－

Ｈ
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ
）
及
び
そ
の
塩
類

二

指
定
の
理
由

条
例
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
該
当
し
、
県
内
に
お
い
て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２８年１月２２日　岡山県公報　第１１７５４号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

あ
ゆ
み

２

所
在
地

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
里
二
三
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
ピ
ュ
ア

２

所
在
地

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
里
二
三
番
地
一

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
四
〇
〇
三
〇
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

平成２８年１月２２日　岡山県公報　第１１７５４号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
七
号

養
鶏
振
興
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
ふ
化
業
者
を

次
の
と
お
り
登
録
し
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

登
録
番
号

登
録
年
月
日

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ふ
化
場
の
名
称
及
び
そ
の
所
在
地

二
七

一

平
成
二
十
八
年

株
式
会
社
福
田
種
鶏
場

株
式
会
社
福
田
種
鶏
場

－

一
月
十
七
日

岡
山
市
南
区
福
富
西
二
丁
目

岡
山
市
南
区
福
富
西
二
丁
目
二
三

二
三
番
四
八
号

番
四
八
号

二
七

二

平
成
二
十
八
年

株
式
会
社
日
本
チ
ャ
ン
キ
ー

株
式
会
社
日
本
チ
ャ
ン
キ
ー
孵
化

－

一
月
十
七
日

岡
山
市
北
区
桑
田
町
一
番
三

場

〇
号
岡
山
県
農
業
共
済
会
館

和
気
郡
和
気
町
大
中
山
一
二
四
九

五
階

株
式
会
社
日
本
チ
ャ
ン
キ
ー
栃
木

原
種
鶏
場

栃
木
県
芳
賀
郡
芳
賀
町
祖
母
井
二

三
二
〇

平成２８年１月２２日　岡山県公報　第１１７５４号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

野
上
矢
掛
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
〇
～

井
原
市
野
上
町
字
安
井
四
〇
二
二
番
地
先
か
ら

井
原
市
美
星
町
星
田
字
掛
木
六
八
二
七
番
地
先

新

二
五
六
・
〇

一
五
・
〇

ま
で

三
・
〇
～

井
原
市
野
上
町
字
安
井
四
〇
二
二
番
地
先
か
ら

井
原
市
美
星
町
星
田
字
掛
木
六
八
二
七
番
地
先

旧

二
五
六
・
〇

九
・
〇

ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

野
上
矢
掛
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）
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井
原
市
野
上
町
字
大
上
四
二
九
一
番
二
地
先
か

新

一
一
七
・
〇

ら

一
一
・
二
～

井
原
市
野
上
町
字
柏
木
四
二
五
九
番
一
地
先
ま

二
三
・
〇

で井
原
市
野
上
町
字
大
上
四
二
九
一
番
二
地
先
か

旧

一
一
七
・
〇

ら

七
・
〇
～

井
原
市
野
上
町
字
柏
木
四
二
五
九
番
一
地
先
ま

二
三
・
〇

で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

牛
窓
邑
久
西
大
寺
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
原
字
大
平
一
九
六
七
番
一

二
三
八
・
三

地
先
か
ら

四
・
九
～

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
原
字
中
尾
一
六
三
二
番
一

二
一
・
二

地
先
ま
で

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
原
字
大
平
一
九
六
七
番
一

新

地
先
か
ら

一
九
七
・
三

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
原
字
中
尾
一
九
七
三
番
一

一
二
・
〇
～

地
先
を
経
て

三
一
・
九

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
原
字
中
尾
一
六
三
二
番
一

地
先
ま
で
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瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
原
字
大
平
一
九
六
七
番
一

旧

二
三
八
・
三

地
先
か
ら

三
・
六
～

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
原
字
中
尾
一
六
三
二
番
一

二
一
・
二

地
先
ま
で

平成２８年１月２２日　岡山県公報　第１１７５４号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

野
上
矢
掛
線

井
原
市
野
上
町
字
安
井
四
〇
二
二
番
地
先
か
ら

平
成
二
十
八

井
原
市
美
星
町
星
田
字
掛
木
六
八
二
七
番
地
先
ま
で

年
一
月
二
十

二
日

井
原
市
野
上
町
字
大
上
四
二
九
一
番
二
地
先
か
ら

井
原
市
野
上
町
字
柏
木
四
二
五
九
番
一
地
先
ま
で

牛
窓
邑
久
西

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
原
字
大
平
一
九
六
七
番
一
地
先

大
寺
線

か
ら

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
原
字
中
尾
一
六
三
二
番
一
地
先

ま
で

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
原
字
大
平
一
九
六
七
番
一
地
先

か
ら

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
原
字
中
尾
一
九
七
三
番
一
地
先

を
経
て

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
原
字
中
尾
一
六
三
二
番
一
地
先

ま
で
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二
一

家
畜
改
良
増
殖
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

農
林
水
産
大
臣
か
ら
同
法
第
四
条
第
一
項
本
文
の
種
畜
証
明
書
を
次
の
と
お
り
書
換
交
付
し
た
旨
の
通
報
を
受

〔
〕

（
）

、

。

け
た

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

種
畜
証
明
書
番
号

申
請
の
事
由

変
更
後

変
更
前

1
1
4
7
8
4
5
1
2
1
9

種
畜
の
名
前
の
変
更

菊
花
美
津

仁
湯
２
６
６
８

1
1
4
7
8
4
5
1
2
1
9

種
畜
の
飼
養
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
の
変
更

岡
山
県
津
山
市
宮
部
下
４
１
５

鳥
取
県
東
伯
郡
琴
浦
町
大
字
出
上
１
４

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業
団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
鳥
取
牧
場

1
1
4
7
8
4
5
1
5
3
0

種
畜
の
名
前
の
変
更

光
福
広

虎
本
２
６
８
５

1
1
4
7
8
4
5
1
5
3
0

種
畜
の
飼
養
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
の
変
更

岡
山
県
津
山
市
宮
部
下
４
１
５

鳥
取
県
東
伯
郡
琴
浦
町
大
字
出
上
１
４

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業
団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
鳥
取
牧
場
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〔
二
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

赤
磐
市
高
屋
字
横
田
三
三
〇

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

赤
磐
市
山
陽
四
丁
目
一
〇

二
九

－

有
限
会
社
伊
賀
建
設

代
表
取
締
役

伊
賀

弘
久

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
〇
〇
号
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〔
二
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
三
軒
地
一
〇
二
一

二
、
一
〇
二
一

一
八

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

都
窪
郡
早
島
町
早
島
二
〇
〇
九

二
サ
ン
ビ
レ
ッ
ジ
早
島
Ｂ
一
〇
五
号

－

川
口
浩
太
郎

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
六
二
号
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〔
二
四
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
美
作
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
美
作
局

真
庭
市
惣
字
樋
ケ
鼻
二
六
〇
番
二

六
・
〇
〇

四
一
・
七
一

建
第
六
〇
〇
九
号

平
成
二
十
八
年
一
月

十
二
日

平成２８年１月２２日　岡山県公報　第１１７５４号


